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Ｑ６８ 管理会社及びその従業員の守秘義務とは何ですか。

Ａ マンション管理適正化法第８０条では、管理会社は、正当な理由がなく、

その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならず、また、管理会社でなく

なった後においても同様とすると規定しています。また、同法第８７条では、

管理会社だけでなく、その使用人やその他の従業者も、正当な理由がなく、

マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らし

てはならないとし、管理会社の使用人やその他の従業員でなくなった後にお

いても、同様とすると規定しています。

管理会社及びその従業員は、管理組合の財産の内容、各区分所有者の私生

活の秘密等に接する機会が多いと考えられます。そのため、管理会社及びそ

の使用人やその従業員に、その業務に関して知り得た秘密について秘密保持

義務を課すこととしています。

マンション管理適正化法の規定を受け、標準管理委託契約書第１６条では、

「乙（管理会社）及び乙の従業員は、正当な理由がなく、管理事務に関して

知り得た管理組合及びその組合員の秘密を漏らしてはならない。この契約が

終了した後においても、同様とする。」としています。

（関連Ｑ＆Ａ）

Ｑ１ 緊急連絡先の情報が含まれた組合員の名簿を管理会社に渡そうと思います

が、管理会社に対し会社の守秘義務を含めた行動指針を要求することはでき

ますか。

Ａ１ 管理会社は、法律により秘密保持義務が課せられており、管理委託契約書

でも同様の条項がありますが、守秘義務に関する会社の方針について説明を

求めることはできます。

●関連法等

マンション管理適正化法 第８０条、第８７条

標準管理委託契約書 第１６条
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